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北海道大学法学部法学会記事

O
昭
和
六

O
年
七
月
二
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
法
人
類
学
の
固
有
性
と
理
論
的
可
能
性
」

報

告

者

北

構

太

郎

氏

(
北
海
道
大
学
文
学
部
北
方
文
化
施
設
)

報
告
は
、
報
告
者
の
論
稿
、
「
秩
序
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
社
会
認
識
l
ア
イ

ヌ
文
化
の
法
人
類
学
的
分
析
」
栗
本
慎
一
郎
編
著
『
法
社
会
学
研
究
』
(
一
二

嶺
書
房
一
九
八
五
)
所
収
、
お
よ
び
、
「
社
会
と
秩
序
性

l
法
人
類
学
の

視
点
よ
り
」
日
本
法
社
会
学
会
編
『
法
社
会
学
』
三
八
号
(
有
斐
閣
一

九
八
六
)
に
よ
り
な
が
ら
行
わ
れ
た
。
詳
細
は
、
両
論
稿
を
参
照
願
い
た

い
(
文
責
小
川
浩
三
)
。

O
昭
和
六

O
年
一
一
月
一
日
(
金
)
午
後
三
時
よ
り

「
議
会
主
義
な
き
政
党
政
治
i
近
代
日
本
に
お
げ
る
立
憲
政
治
の
特
質

坂
野
潤
治
氏

(
東
京
大
学
)

明
治
憲
法
は
、
天
皇
大
権
の
一
部
に
つ
い
て
大
臣
の
輔
翼
を
認
め
る
一

方
、
議
会
に
対
し
て
は
制
約
つ
き
の
予
算
審
議
権
等
限
ら
れ
た
権
能
を
付

与
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
加
え
て
官
僚
の
側
で
は
、
素
人
の
公
選
議
員

に
よ
る
「
衆
議
」
に
対
す
る
軽
蔑
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
(
「
超
然

主
義
L
)

。

従
っ
て
、
議
会
に
参
加
し
た
政
党
は
、
一
方
で
、
子
算
審
議
を
挺
子
に
、

内
閣
の
分
有
、
政
党
内
閣
実
現
の
方
向
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
他
方
で
素

人
政
治
家
蔑
視
を
克
服
す
る
方
途
と
し
て
、
専
門
官
僚
の
吸
収
に
務
め
た
。

こ
れ
に
対
し
、
藩
閥
勢
力
の
側
も
高
級
官
僚
を
卒
い
て
政
党
結
成
の
挙

に
出
た
(
「
立
憲
同
志
会
」
)
か
ら
、
結
局
、
議
会
、
政
党
内
部
で
の
専
門

家
の
育
成
は
妨
ま
れ
、
む
し
ろ
明
治
末
期
の
高
級
官
僚
が
政
党
化
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
二
大
政
党
に
よ
る
政
党
政
治
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
後
の
政
党
内
閣
の
理
論
的
支
柱
は
吉
野
作
造
の

「
強
い
内
閣
L

論
と
美
濃
部
達
吉
の
憲
法
学
説
で
あ
っ
た
が
、
両
者
と
も

内
閣
の
意
味
付
け
と
そ
の
強
化
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
反
面
、
議
会
の
役

割
評
価
に
関
し
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
-
旦
政
党
が
内
閣

か
ら
議
会
に
押
し
戻
さ
れ
る
と
、
両
者
の
学
説
に
よ
っ
て
政
党
政
治
を
支

え
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。

報
告
者
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報

五
・
一
五
事
件
以
後
、
重
要
な
争
点
を
な
す
外
交
・
国
防
問
題
に
対
し

て
内
閣
の
座
を
追
わ
れ
た
政
党
が
、
結
局
何
ら
の
影
響
力
も
及
ぼ
し
え
ず
、

つ
い
に
は
凋
落
の
道
を
た
ど
っ
た
の
も
、
政
党
内
閣
期
に
お
い
て
、
政
党

人
・
知
識
人
ら
に
よ
っ
て
議
会
権
限
の
強
化
・
拡
大
の
努
力
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
議
会
主
義
な
き
政
党
政
治
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と

が
、
関
し
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

雑

。
昭
和
六

O
年
一
一
月
二

O
日
(
水
)
午
後
二
時
1

五
時
半

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
制
度
と
動
向
L

報

告

者

パ

ト

リ

ス

・

ジ

エ

ラ

l
ル

(オ

l
ト
・
ノ
ル
マ
ン
ジ
!
大
学
ル
ア
ン
法
経
学
部
長
)

訳

深
瀬
忠
一

坪
井
善
明

出

席

者

二

O
名

H
M
白

E
R
の
同
山
戸
〉
岡
山
口
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
堅
の
憲
法
学

者
・
ソ
連
法
学
の
実
力
者
と
し
て
、
ま
た
国
際
憲
法
学
会
の
企
画
委
員
長

等
と
し
て
、
精
力
的
に
活
躍
し
て
い
る
が
、
一
九
八
六
年
一
一
月
来
日
、

東
京
、
京
都
、
札
幌
(
一
一
月
一
九
l
一
二
日
滞
在
)
で
、
講
演
会
を
行
な

う
等
、
日
仏
交
流
を
進
め
た
。

本
講
演
は
、
憲
法
院
の
成
立
の
背
景
、
制
度
の
構
成
、
権
限
、
提
訴
権

通

お
よ
び
そ
の
判
例
の
動
向
が
、
当
初
の
「
議
会
に
対
す
る
番
犬
」
の
役
割

か
ら
、
一
九
七
一
年
の
判
決
以
来
「
市
民
の
基
本
権
と
自
由
の
擁
護
者
」

の
そ
れ
に
転
換
、
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
以
降
は
多
数
派
の
権
力
濫
用

に
対
す
る
「
議
会
少
数
派
の
保
護
」
の
そ
れ
に
進
化
し
て
き
た
あ
と
を
、

簡
潔
明
快
に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
講
演
(
タ
イ
プ
、
テ
キ
ス
ト

同
二
が
、
一
一
月
二
八
日
東
大
法
学
部
で
も
行
な
わ
れ
、
そ
の
全
訳
(
伊

藤
洋
一
訳
)
、
お
よ
び
質
疑
応
答
の
要
約
が
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
八
五
六
(
一

九
八
六
年
三
月
一
五
日
)
号
、
一

O
五
1

一
一
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の

で
、
重
複
は
避
け
る
。
憲
法
院
の
現
在
の
機
能
の
実
績
に
対
す
る
同
教
授

の
評
価
は
、
「
き
わ
め
て
満
足
の
ゆ
く
も
の
」
と
、
高
い
。

本
講
演
後
、
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
種
々
、
率
直
な
新
情
報
が
え
ら
れ

て
有
益
だ
っ
た
。

O
憲
法
院
が
裁
判
機
関
だ
と
解
す
る
た
め
(
判
決
の
既

判
力
の
ほ
か
)
対
審
構
造
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
手
続
形

式
上
そ
れ
は
要
件
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
実
質
上
は
、
対
立
当
事
者
の
書

面
意
見
の
提
出
(
相
反
す
る
立
場
の
法
学
部
教
授
等
の
意
見
が
き
か
れ

る
)
、
国
務
院
で
の
手
続
と
同
様
の
報
告
者
の
報
告
に
も
と
づ
く
審
議
、
国

務
院
の
構
成
員
の
協
力
等
が
あ
り
、
相
異
な
る
見
解
が
考
慮
・
審
議
さ
れ

て
い
る
。

O
審
理
期
間
は
た
し
か
に
短
か
く
、
平
均
年
齢
七
五
才
の
判
事

に
は
酷
な
忙
し
き
で
あ
る
が
、
逆
に
、
国
務
院
が
判
決
ま
で
の
慎
重
審
理

に
四
年
位
か
か
る
よ
う
な
こ
と
で
は
、
立
法
を
麻
晴
押
さ
せ
る
の
で
採
り
え
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な
い
。

o
憲
法
院
判
事
の
選
任
に
つ
い
て
は
制
度
上
な
ん
ら
の
制
約
も
な

い
裁
量
に
よ
っ
て
い
る
が
、
実
際
上
人
選
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
ワ
リ

l
ヌ
、
リ
ュ
シ
ェ

l
ル
、
ヴ
デ
ル
な
ど
(
大
統
領
、
国
民
議
会
・
元
老
院

議
長
が
、
政
治
的
立
場
(
多
数
)
を
異
に
し
、
か
つ
政
権
交
替
が
あ
る
制

度
的
・
政
治
的
背
景
が
あ
ろ
う
!
筆
者
)
。

o
固
有
化
違
憲
判
決
の
お
か
げ

で
、
私
自
身
株
を
も
っ
て
い
た
が
得
を
し
た
。
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
一

七
条
の
「
事
前
の
正
当
な
補
償
」
原
則
が
根
拠
。
ま
た
、
大
学
に
お
け
る

教
授
を
助
教
師
や
助
手
を
混
合
し
た
単
一
選
挙
人
名
簿
を
「
共
和
国
の
法

律
の
基
本
原
則
」
に
反
す
る
か
ら
違
憲
と
し
た
こ
と
は
、
教
授
に
と
っ
て

は
有
難
い
こ
と
だ
が
、
憲
法
改
正
を
し
な
け
れ
ば
大
学
教
授
の
地
位
を
左

右
で
き
な
い
と
い
う
の
は
や
や
行
過
や
き
だ
ろ
う
。

O
そ
れ
は
「
憲
法
ブ
ロ

ッ
ク
」
の
内
容
と
し
て
、
憲
法
院
の
解
釈
を
変
更
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
?
。

然
り
、
解
釈
に
つ
い
て
憲
法
院
は
「
主
権
的
」
だ
か
ら
変
更
で
き
る
:
・
等
々
。

同
教
授
の
他
の
講
演
訳
、
紹
介
に
つ
い
て
、
樋
口
陽
一
訳
・
解
説
「
『
政

権
交
替
』
と
『
共
存
』
を
め
ぐ
る
憲
法
論
上
の
諸
問
題
」
法
律
時
報
一
九

八
六
年
二
月
号
、
竹
内
康
江
訳
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
分
権
」
自
治
研
究
六

二
巻
三
号
、
参
照
。
ま
た
、
憲
法
院
に
つ
い
て
は
、
本
誌
三
六
巻
五
1
六
号

所
収
の
、
深
瀬
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
多
角
的
・
総
合
的
検
討

に
つ
い
て
」
中
、
と
く
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
フ
ァ
ヴ
オ
ル

l
論
文
参
照
。
な

お
、
既
印
刷
の

B
・
ジ
ャ
ン
ノ

i
教
授
の
講
演
と
対
比
す
る
と
面
白
い
。

F 
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